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小牧岩倉衛生組合規則第１２号   



小牧岩倉衛生組合会計年度任用職員の給与の決定、支給等に関する

規則の一部を改正する規則  

 

小牧岩倉衛生組合会計年度任用職員の給与の決定、支給等に関する規則

（令和２年小牧岩倉衛生組合規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

第１３条を第１５条とし、第１２条を第１４条とする。  

第１１条中「第１６条第１項第１号」を「第１８条第１項第１号」に改

め、同条を第１３条とし、１０条を１２条とし、同条の前に次の１条を加

える。  

（勤勉手当）  

第１１条  条例第１６条第１項の規定により準用する給与条例第１９条第

２項に規定する割合は、管理者が定める職員の勤務成績による割合の範

囲内で、任命権者が定める割合とする。  

２  前項に規定するもののほか、条例第１６条第１項の規定により準用す

る給与条例第１９条（同条第５項の規定により準用する給与条例第１８

条の２及び第１８条の３を含む。）に規定する勤勉手当を支給される職

員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関

し必要な事項については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。 

３  前条第１項ただし書の規定は、条例第１６条第１項の規定による読替

え後の給与条例第１９条第３項の在職期間について準用する。  

４  前条第２項の規定は、条例第１６条第１項の規定による読替え後の給

与条例第１９条第３項の管理者が規則で定める額について準用する。  

５  前条第３項及び第４項の規定は、条例第１６条第１項の規定による読

替え後の給与条例第１９条第３項の平均額について準用する。この場合

において、前条第３項中「第３２条第１１項」とあるのは、「第３６条

第４項」と読み替えるものとする。  

第９条を第１０条とし、第４条から第８条までを１条ずつ繰り下げ、第

３条の次に次の１条を加える。  

（地域別最低賃金の適用時期）  

第４条  条例第７条第２項の規定により愛知県における地域別最低賃金の

改正に伴う職員の報酬の額の変更を行う場合の当該報酬の額については、

次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から適用する。  

(1) 変更後の報酬の額が変更前の報酬の額を上回る場合  当該改正後の



地域別最低賃金の効力が生ずる日の属する月の初日  

(2) 変更後の報酬の額が変更前の報酬の額を下回る場合  当該改正後の

地域別最低賃金の効力が生ずる日の属する月の翌月の初日。ただし、

当該効力が生ずる日が月の初日である場合は、当該効力が生ずる日と

する。  

別表第１を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第２条、第３条関係）

職業の区分 職務の級 報酬の別 基礎号給 上限号給
行政事務 1級 時間額 1号 10号
行政事務 1級 時間額 1号 10号
行政事務 1級 時間額 1号 10号
行政事務 1級 月額 9号 13号
行政事務 1級 月額 9号 13号
技能事務 1級 時間額 12号 16号

職種
一般事務員
計量棟補助員
プラットホーム補助員
計量棟指導員
プラットホーム補助員指導
用務員



別表第２中「第４条」を「第５条」に改める。  

附  則  

この規則は、公布の日から施行する。  




